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就
職
や
退
職
な
ど
で
国
民
健
康
保

険(

以
下「
国
保
」と
い
う)

か
ら
他
の

医
療
保
険(

健
康
保
険
、
共
済
組
合

な
ど)

へ
加
入
す
る
と
き
や
他
の
医

療
保
険
か
ら
国
保
へ
加
入
す
る
と
き

は
、国
保
へ
の
届
け
出
が
必
要
で
す
。

保
険
証
を
確
認
し
、
14
日
以
内
に
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税(

以
下「
国
保

税
」と
い
う)

は
、
職
場
の
医
療
保
険

か
ら
抜
け
た
日(

国
保
へ
加
入
し
た

日)

か
ら
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
一
度
に
多

額
の
国
保
税
を
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

保
険
証
が
な
い
間
の
医
療
費
は
全

額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
が
、
申
請

す
れ
ば
保
険
給
付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、
職
場
の
医
療
保
険
に
加
入

し
て
い
る
の
に
国
保
の
保
険
証
で
受

診
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
医
療
費
の

国
保
負
担
分
は
後
で
国
保
に
返
す
こ

と
に
な
り
ま
す
。

本
市
以
外
に
住
所
を
定
め
る
学
生

の
た
め
に
、
学
生
用
の
保
険
証
を
交

付
し
て
い
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
、

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

す
で
に
学
生
用
の
保
険
証
を
持
っ

て
い
る
人
も
、
毎
年
４
月
に
更
新
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
学
生

で
な
く
な
っ
た
場
合
は
、
速
や
か
に

届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

４
月
か
ら
６
月
ま
で(

１
期
〜
３

期)

の
国
保
税
は
、
前
年
度
の
課
税

額
を
基
に
仮
算
定
し
て
い
ま
す
。
７

月
に
年
税
額
を
計
算
し
、
６
月
ま
で

の
税
額
を
差
し
引
い
た
残
り
を
７
月

か
ら
翌
年
３
月
ま
で(

４
期
〜
12
期)

で
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

次
の
全
て
の
項
目
に
該
当
す
る
人

は
、退
職
者
医
療
制
度
の
対
象
で
す
。

年
金
証
書
を
受
け
取
っ
た
後
、
14
日

以
内
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
国
保
に
加
入
し
て
い
る
人

■
65
歳
未
満
の
人

■
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
の
受
給
権

が
あ
り
、
加
入
期
間
が
通
算
20
年

以
上
、
ま
た
は
40
歳
以
降
に
10
年

以
上
の
人

問
い
合
わ
せ

市
民
課
国
保
係
1
内

線
３
１
３
４
、
白
沢
町
総
務
課
市

民
係
1
内
線
３
１
、
利
根
町
総
務

課
市
民
係
1
内
線
２
４
へ

保
険
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

(

木)

ま
で
で
す
。
８
月
か
ら
使
用
す

る
被
保
険
者
証
は
、
７
月
中
に
郵
送

し
ま
す
。
新
た
に
75
歳
に
な
る
人
は
、

誕
生
日
の
前
月
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

被
保
険
者
証
に
は
、
自
己
負
担
割

合
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
診

療
を
受
け
る
と
き
は
、
医
療
機
関
の

窓
口
に
必
ず
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

１
カ
月
の
医
療
費
が
高
額
に
な
っ

た
場
合
に
は
、
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
た
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

初
め
て
高
額
医
療
の
該
当
に
な
っ

た
と
き
は
、
群
馬
県
後
期
高
齢
者
医

療
広
域
連
合
か
ら
高
額
療
養
費
支
給

申
請
書
が
郵
送
さ
れ
ま
す
の
で
、
必

要
事
項
を
記
入
し
て
市
民
課
国
保
係

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
世
帯
に

介
護
保
険
の
受
給
者
が
い
る
場
合
、

毎
年
８
月
か
ら
翌
年
７
月
末
ま
で
の

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担

額
を
合
算
し
、
世
帯
の
限
度
額
を
超

え
た
分
が
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合

算
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

本
市
に
継
続
し
て
住
民
登
録
し
て
い

る
群
馬
県
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
が
支
給
対
象
に
な
っ
た
場
合
は
、

申
請
の
案
内
を
通
知
し
ま
す
。

入
院
や
外
来
の
１
カ
月
当
た
り
の

自
己
負
担
限
度
額
は
、
所
得
に
よ
っ

て
異
な
り
ま
す
。
市
民
税
課
税
世
帯

の
人
は
、
病
院
の
窓
口
に
保
険
証
を

提
示
す
る
こ
と
で
、
自
己
負
担
限
度

額
ま
で
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

市
民
税
非
課
税
世
帯
の
人
は
、
申

請
に
よ
り「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」が
交
付
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
を
病
院
の
窓
口
に
提
示
す

る
と
、
自
己
負
担
限
度
額
・
標
準
負

担
額
ま
で
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

４
月
か
ら
保
険
料
の
仮
徴
収
を
開

始
し
ま
す
。
今
年
２
月
の
保
険
料
が

年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
た
人
は
、
そ

の
額
と
同
額
が
８
月
ま
で
年
金
か
ら

仮
徴
収
さ
れ
ま
す
。

そ
の
他
の
人
は
、
平
成
25
年
度
の

保
険
料
を
基
に
暫
定
の
保
険
料(

仮

徴
収
額)

を
算
出
し
、
４
月
と
６
月

に
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
本
算

定(

８
月)

で
、
平
成
26
年
度
の
保
険

料
額
が
確
定
し
た
後
に
、
仮
徴
収
で

納
め
た
額
の
残
り
を
そ
の
後
の
納
期

で
納
付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

保
険
料
は
納
期
限
内
に
納
め
ま
し

ょ
う
。
保
険
料
を
滞
納
す
る
と
、
短

期
被
保
険
者
証
が
交
付
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
金
額
や
滞
納
期
間
に
よ
っ

て
は
、
延
滞
金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
は
滞
納
し
た
ま
ま
に
せ
ず
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

市
民
課
国
保
係
1
内

線
３
１
３
２
へ

届
け
出
が
遅
れ
る
と

学
生
用
の
保
険
証

６
月
ま
で
は
仮
算
定

退
職
者
医
療
制
度

被
保
険
者
証

一
部
負
担
金

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証

高
額
療
養
費

高
額
介
護
合
算
療
養
費

保
険
料
の
仮
徴
収
開
始

保
険
料
の
納
付

国
民
健
康
保
険
の

手
続
き
は
お
早
め
に

こ
れ
ま
で
過
去
分
の
保
険
料
免
除

(

全
額
免
除
、
一
部
免
除
、
若
年
者

納
付
猶
予
、
学
生
納
付
特
例)

が
受

け
ら
れ
る
期
間
は
、
申
請
の
直
前
の

７
月(

学
生
納
付
特
例
は
直
前
の
４

月)

ま
で
の
１
年
以
内
で
し
た
が
、

４
月
か
ら
申
請
時
点
の
２
年
１
カ
月

前
の
月
分
ま
で
申
請
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
ま
た
、
災
害
・
失
業
な

ど
の
特
例
免
除
の
対
象
期
間
も
拡
大

さ
れ
ま
す
。

免
除
申
請
が
遅
れ
る
と
、
障
害
年

金
な
ど
を
受
け
取
れ
な
い
場
合
、
失

業
な
ど
の
特
例
免
除
が
受
け
ら
れ
な

い
場
合
、
申
請
期
間
に
対
応
す
る
前

年
所
得
に
基
づ
く
審
査
を
行
う
た
め

免
除
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
な
ど
が

あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

市
民
課
戸
籍
年
金
係

1
内
線
３
１
３
５
、
渋
川
年
金
事

務
所
国
民
年
金
課
1
０
２
７
９
●

１
６
０
７
へ

４
月
か
ら
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

申
請
が
で
き
る
対
象
期
間
が
拡
大
さ

れ
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
ご
案
内

70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の皆さんへ 自己負担割合が変わります
これまで70歳から74歳までの人が医療機関の窓口で

支払う自己負担割合は、現役並み所得者(一定以上の収

入・所得を持つ高齢受給者がいる世帯の人)が３割、そ

の他の人が１割でしたが、平成26年度から現役並み所

得者以外の人の自己負担割合が１割から２割に変わり

ます。現役並み所得者以外の人で、誕生日が昭和19年

４月１日以前の人はこれまで通り１割の自己負担です

が、誕生日が昭和19年４月２日以降の人は70歳の誕生

日の翌月１日(１日生まれの人は誕生日)から２割の自

己負担に変わるのでご注意ください。

※現役並み所得者の自己負担割合については、３割の

まま変更ありません

※変更内容は、平成26年度政府予算案の可決・成立が

前提となります

問い合わせ 市民課国保係1内線３１３４へ

現役並み所得者以外の高齢受給者の自己負担割合

平成25年度

１割

１割
４月１日までに高齢受給者証の対象となる人
(昭和19年４月１日以前生まれの人)

２割
５月１日以降に高齢受給者証の対象となる人
(昭和19年４月２日以降生まれの人)

平成26年度から

夫

昭和19年４月１日生まれ
４月１日から

医療機関で１割の自己負担

※同世帯の高齢受給者でも自己負担割合が違う場合があります

妻

昭和19年４月２日生まれ
５月１日から

医療機関で２割の自己負担

※手続きには年金手帳が必要な場合がありますので、併せて持参してください
※外国人住民は、住民票が作成されていない人でも国保に加入する場合があります

こんなときは、14日以内に届け出をしましょう
■国保に加入するとき

■国保をやめるとき

■その他
届け出が必要なとき

退職者医療制度に該当したとき 印鑑／保険証／年金証書

住所、世帯主、氏名を変更したとき 印鑑／世帯全員の保険証

修学のため別に住所を定めるとき 印鑑／保険証／在学証明書

保険証を紛失・破損したとき 印鑑／身分を証明するもの／破損し
た保険証

手続きに必要なもの

届け出が必要なとき

他の市町村に転出するとき

職場の健康保険に加入した、または
その扶養家族になったとき

死亡したとき

生活保護を受けるようになったとき

外国人の加入資格がなくなったとき

印鑑／世帯全員の保険証

印鑑／国民健康保険証／加入した職
場の保険証

印鑑／保険証

印鑑／保険証／保護開始決定通知書

印鑑／特別永住者証明書、または在
留カード(外国人登録証明書)／パス
ポート

手続きに必要なもの

届け出が必要なとき

他の市町村から転入してきたとき

職場の健康保険をやめた、またはそ
の扶養家族からはずれたとき

子どもが生まれたとき

生活保護を受けなくなったとき

外国人住民で住民票が作成されたと
き(在留期間が３カ月を超えるなど)

印鑑／転出証明書

印鑑／社会保険離脱証明書

印鑑／母子健康手帳

印鑑／保護廃止決定通知書

印鑑／特別永住者証明書、または在
留カード(外国人登録証明書)／パス
ポート

手続きに必要なもの
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